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（１）処分を行う場合 
      当該都道府県の区域内において特定特殊自動車が技術基準に適合しない状態になったと認めるときに処分を行うものとする。 
 
（２）処分の内容、程度 
   期間を定めて技術基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずる。 

対応

区分 
１ 弁明の機会の付与 
２ 聴聞の実施 
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